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本年４月１日より、１６歳以上の者による自転
車運転手の一定の交通違反に対して、自動車等
と同様に、交通反則通告制度が導入されます。
自転車に乗る際は、運転手としての自覚と責

任を持ち、交通ルールをしっかり守りましょう。

○受験資格

A区分～学校教育法に

よる大学（短期大学を除

く。）等を卒業した者。（令

和９年３月末日までに卒業

見込みの者を含む。）

B区分～Ａ区分以外の

者（学校教育法による高等

学校在学中の者を除く。）

・ 令和９年４月１日現在で

１８歳以上３３歳未満の者

・ 携帯電話使用等（保持） 12,000円

・ 信号無視（赤信号） ６,000円

・ 指定場所一時不停止等 ５,000円

その他の違反にも注意して
運転しましょう!！
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授業の様子
本年２月４日（水）足寄小学校で、２・４・

６年生に対する「不審者対応訓練」の授業
を行いました。
１００人を超える児童の皆さんは、集中し

て警察官の話を聞いており、その後の訓
練にも全力で参加した様子で、元気いっ
ぱいな姿に圧倒されました。
不審者は、いつ、どんな時に現れるかわ

かりません。目撃した時は、直ちに安全な
場所に避難し、警察に通報しましょう。


